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公立大学法人神戸市看護大学細則第７号 

   公立大学法人神戸市看護大学特定化学物質管理規程施行細則（2022年２月細則第７号）の一部を改正する細則 

（改正前） （改正後） 

 様式第14号（第15条関係）  

年  月  日 

特定化学物質点検表 

１ 点検日等 

点検日  

点 検

者 

特定化学物質管理責任

者 

 

事務局担当課長  

２ 点検項目 

点検項目 点検結果 措置内容 

保

管

場

所 

施錠されているか。鍵は適正に管理されて

いるか。 

  

関係者以外の者が自由に出入りできないよ

う管理されているか。 

  

特定化学物質が飛散し，漏れ，滲出，地下

にしみ込む等を防止するのに必要な措置が

講じられているか。 

  

消火器等の防火器材が備えられているか   

保

管

庫 

特定化学物質の種類ごとに専用となってい

るか。 

  

堅固な構造及び材質であるか。   

特定化学物質の種類に応じた文字が表示さ

れているか。 

  

常に施錠されているか。   

地震対策として，落下転倒防止措置が取ら

れているか。 

  

腐食はないか。   

保管庫の鍵は，適正に管理されているか。   

保

管

方

法 

向精神薬，毒物及び劇物は，それぞれ他の

ものと混在して置かれていないか。 

  

容

器 

飲食物に使用する容器が使用されていない

か。 

  

特定化学物質の種類に応じた文字等が表示

されているか。 

  

ラベルの表示が消え，内容が不明になって

いないか。 

  

容器に異常はないか。   

 

 
 

 様式第14号（第15条関係）  

年  月  日 

特定化学物質点検表 

１ 点検日等 

点検日  

点 検

者 

特定化学物質管理責任

者 

 

事務局担当課長  

２ 点検項目 

点検項目 点検結果 措置内容 

保

管

場

所 

施錠されているか。鍵は適正に管理されて

いるか。 

  

関係者以外の者が自由に出入りできないよ

う管理されているか。 

  

特定化学物質が飛散し，漏れ，滲出，地下

にしみ込む等を防止するのに必要な措置が

講じられているか。 

  

消火器等の防火器材が備えられているか   

保

管

庫 

向精神薬及び毒劇物は，専用となっている

か。 

  

堅固な構造及び材質であるか。   

特定化学物質の種類に応じた文字が表示さ

れているか。 

  

常に施錠されているか。   

地震対策として，落下転倒防止措置が取ら

れているか。 

  

腐食はないか。   

保管庫の鍵は，適正に管理されているか。   

保

管

方

法 

向精神薬及び毒劇物は，それぞれ他のもの

と混在して置かれていないか。 

  

容

器 

飲食物に使用する容器が使用されていない

か。 

  

特定化学物質の種類に応じた文字等が表示

されているか。 

  

ラベルの表示が消え，内容が不明になって

いないか。 

  

容器に異常はないか。   

 

 
 



 

帳

簿 

特定化学物質使用簿と現在量が合っている

か。 

  

特定化学物質使用簿は，特定化学物質使用状

況届と一致しているか。 

  

特定化学物質管理簿と保管している特定化学

物質が一致しているか。 

  

廃

棄 

使用後は，適正に廃棄しているか。   

５年以上使用されていない特定化学物質につ

いて，廃棄の検討が行われているか。 

  

 

 

帳

簿 

特定化学物質使用簿と現在量が合っている

か。 

  

特定化学物質使用簿は，特定化学物質使用状

況届と一致しているか。 

  

特定化学物質管理簿と保管している特定化学

物質が一致しているか。 

  

廃

棄 

使用後は，適正に廃棄しているか。   

５年以上使用されていない特定化学物質につ

いて，廃棄の検討が行われているか。 

  

 

   附 則 

この細則は，公布の日から施行する。 


